
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年３月７日 ０６時２９分ごろ 

発生場所 大分県高
たか

田
だ

港北北西方沖 

 豊後高田港導流堤灯台から真方位３３９°７.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４２.６′ 東経１３１°２２.２′） 

事故の概要 自動車専用船ダイハツ丸は、西南西進中、また、漁船福
ふく

寿
じゅ

丸は、北

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年３月９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 自動車専用船 ダイハツ丸、３,２０６トン 

   １４０８０３、徳昭船舶株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

Ｂ 漁船 福寿丸、４.８トン 

   ＯＴ３－９０３１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日出時刻：０６時３５分 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、船長Ａが操船に当たり、中津

港へ向けて高田港北北西方沖を自動操舵で西南西進中、船長Ａが、左

舷船首方にＡ船の前路を北上する態勢の漁船群を認め、約２Ｍの距離

で漁船群に向けて昼間信号灯を照射したところ、Ｂ船以外の他の漁船

がＡ船の前後を避航する針路としたので、いずれＢ船もＡ船を避航す

ると思い、同じ針路及び速力で続航した。 

船長Ａは、Ｂ船が避航の様子がない状態で至近に迫ったが、Ａ船の

前後にＡ船を避航していた漁船が存在していたので、転舵、減速がで

きず、同じ針路及び速力で、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝

突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、僚船と共に大分県宇佐市長
なが

洲
す

漁

港を出港し、同漁港北方沖の漁場へ向けて自動操舵で北進中、船長Ｂ

が、右舷船首方にＡ船を目視及びレーダーで認めたが、同じ針路及び

速力で続航してもＡ船と接近するまでは時間があると思い、船尾側で

  



網の点検、修理作業を続けていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、自動操舵で西南西進中、船長Ａが、左舷船首方にＢ船を含

む漁船群を認めて昼間信号灯を照射した際に避航動作を取った他の漁

船と同様に、いずれＢ船もＡ船を避航すると思い、同じ針路及び速力

で続航したことから、衝突を避けるための措置を採る時機を逸し、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、自動操舵で北進中、船長Ｂが、右舷船首方にＡ船を認めた

際、Ａ船と接近するまでは時間があると思い、船尾側で網の点検、修

理作業を続けながら同じ針路及び速力で続航したことから、Ａ船と衝

突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、Ａ船が自動操舵で西南西進中、Ｂ船が

自動操舵で北進中、船長Ａが、避航動作を取った他の漁船と同様にい

ずれＢ船もＡ船を避航すると思い、同じ針路及び速力で続航し、ま

た、船長Ｂが、Ａ船と接近するまでは時間があると思い、船尾側で網

の点検、修理作業を続けながら同じ針路及び速力で続航したため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、左舷船首方に自船の進路を横切る態勢の船舶を認めた場

合、いずれ同船が自船の進路を避けると思い込まず、必要に応じ

て汽笛等で注意喚起を行い、早期に衝突を避けるための措置を採

ること。 

・船長は、航行中は、他船との接近状況が分かるよう、網の点検、

修理作業などを行わず、操船に集中すること。 

    


